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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　畳のくせ取り装置であって、
　　畳を自動的に裁断可能な裁断手段と、
　　部屋の寸法を測定して寸法データを収集する寸法データ格納メモリと、
　　部屋の形状に適した畳の敷き込みパターンを格納したメモリと、
　　前記寸法データに適した畳の敷き込みパターンを割付けた割付データを算出可能であ
り、かつ、割り付けられた畳のうち、敷居に接する畳の基準寸法に基づいて、前記裁断手
段が裁断すべき直線に関するデータを算出可能な演算手段と、
　　前記演算手段によって算出された割付データおよび裁断すべき直線に関するデータを
格納可能な記憶手段と、これを表示可能な表示手段と、
　を有し、
　前記演算手段は、框の小間中の測定点Ａが框の上下角部測定点を結ぶ直線から出っ張っ
ているか、へこんでいるか、または直線上にあるかを判断し、
　框の上部角部の測定点と小間中の測定点Ａを結ぶ直線が下部の角部測定点から外方に延
長した直線または下部角部の測定点から内方の直線と交差する点Ｂを仮想点Ｂとし、
　框の上部測定点から水平方向に右へ延長した線と小間中の測定点Ａから垂直方向に上へ
延長した線の交わる点を交点Ｃとし、
　框の下部測定点から水平方向に右へ延長した線と小間中の測定点Ａから垂直方向に下へ
延長した線の交わる点を交点Ｄとし、
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　框の下部測定点と仮想点Ｂの距離をΔWとし、
　以下の式
Wt4’＝ Wt4 ＋ ΔW =  b ×（Wt’－Wt3）／a ＋ Wt'  （２）
（但し、Wt4’は仮想点Bの水平方向線分、Wt4は下部測定点の水平方向線分、Wt3は上部測
定点の水平方向線分、Wt’は測定点Ａの水平方向線分、ａおよびｂはＡＣ、ＡＤ間の長さ
を表す）
において、
　測定点Ａの水平方向線分Wt’の割付データ、上部測定点の水平方向線分Wt3の割付デー
タ、ＡＣの長さａ＝ＡＤの長さｂ、を代入することで、仮想点Bの水平方向線分Wt4’また
は框の下部測定点と仮想点Ｂとの距離ΔWを求めて仮想点Ｂを算出し、
　前記記憶手段は、前記裁断手段が裁断すべき直線に関するデータとして、仮想点Ｂの水
平方向線分Wt4’または框の下部測定点と仮想点Ｂとの距離ΔWを記憶し、
　前記裁断手段は、上部測定点と仮想点Ｂとを結ぶ直線で裁断することを特徴とする畳の
框くせ取り装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は畳のくせ取り装置に関するもので、詳しくは、畳の框方向に生ずる偏差を演算
し、框の偏差データとして格納する畳の框のくせ取り装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から畳業界では、框裁断機及び平刺し機を自動制御して、畳のくせを取って畳を製
造していた。以下の説明において用いる間中とは、畳の敷居に接する側に発生する測定基
準点で、畳の長辺方向の両端とその中間点及び短辺方向の両端の基準点をいう。小間中と
は、間中と間中の中間点のことをいう。平刺し機は、畳床の長辺方向を裁断し、間中の3
ヶ所あるいは小間中を含めた5ヶ所のクセに追従して裁断することができる。
一方、短辺方向を裁断する框裁断機は、畳床を直線に切断するクセ取り加工を行い、機械
の構造上上框と下框の2点を結んだ直線でしか切断できない構造であったため、框におけ
る小間中のクセに追従して、框がくの字や逆くの字に凸凹状となった形状の場合には対応
ができなかった。
【０００３】
　畳を敷く部屋が、図１（ａ）に示すように框方向の小間中位置Ａの歪みが大きい場合、
図１（ｂ）に示すように、畳の敷き込み方を９０°時計回りに回転することで、水平方向
は測定点が間中で５点あるのを４点に、垂直方向の測定点は間中で４点あるのを５点にな
るように修正し、手計算でくせ寸法を割り出し、図１（ａ）の畳(2)の測定点５の位置が
、図１（ｂ）の測定点１になるように測定点とその寸法データを調整して入力して割付演
算を行い、平刺し機で下前丈方向の偏差（くせ）に追従して裁断した畳を敷き込むことで
対応していた。特に部屋の形状が４畳半などの正方形の形状であれば、水平方向の測定点
の数と垂直方向の測定点の数が同じであるために、特に手計算をすることなく、寸法デー
タを時計方向に９０°回転させた状態で入力することで対応できるため、正方形の形状の
部屋では簡単に行えた。
　しかし、図１に示す６畳の部屋のような場合では図１（ｂ）に示すように畳の形状が均
等ではないため、畳を敷く向きを変えられないため、框方向の小間中の偏差を測定し、作
業者が裁断することで框方向のくせ取りを行っていた。
【０００４】
　次に畳の採寸、割付及び裁断して畳が製造できるまでの工程を説明する。
【０００５】
　畳の採寸は、例えば特開平９－３０４０６８号（特許文献２）に記載された部屋の寸法
測定装置を使って、図２（ａ）に示す測定点１を最初として、時計回りに、測定点２、測
定点３と順番に採寸していく。
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【０００６】
　上記測定点１～１４における部屋の寸法データは、寸法データH1～H14として、図７の
ＩＴ機器にキーボードで入力し、例えば特許第２６８４１３９号（特許文献１）に示すよ
うに、記憶部に格納され、部屋の寸法測定装置から割付けソフトが導入されたＩＴ機器へ
データが取り込まれる。
【０００７】
　従来、框の小間中は、採寸しても、くせ取りをする必要性が少ないという判断から、採
寸入力画面に、框の小間中の入力欄を作っていなかった。そのため、図７のＩＴ機器から
キーボードで入力することができず、ＩＴ機器からの割付結果をプリントアウトした図に
図５（ａ）のように、手書きで框の小間中の偏差値は例えば１５であることを記入してい
た。
　また、ＩＴ機器から畳機械へ送信する割付データには框の小間中のデータは考慮されて
いないため、このデータを畳製造機器へ送信するシステム構成のものでもなかった。例え
ば、特願２０１３－０８０２９４の図４の畳番号(2)の割付データであればW3、W4、W5、W
t3、Wt4を機械へ送信していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第２６８４１３９号公報
【特許文献２】特開平０９－３０４０６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来、畳床の裁断においては、ＩＴ機器から送信された畳のデータをそのまま変更せず
、畳床を裁断する場合が多い。しかし、框の小間中が出っ張っている場合、そのまま自動
で裁断すると、図２（ａ）の測定点５と測定点６に沿って裁断することになり、畳床を小
さく裁断してしまい、不良品の畳を作ることになる。そうならないために、框裁断機では
切断を行わないように機械を停止させ、割付結果をプリントアウトした図５（ａ）をもと
に、作業者が手作業で定規を使って裁断するべき寸法形状に測定を行い、畳床切断用の包
丁を使って手作業で裁断を行っていた。
【００１０】
　その具体的な手順としては、例えば図２（ａ）の測定点５から框の小間中の測定点Ａま
で、定規をあてて、畳包丁等で真っ直ぐに裁断する。次に、測定点Ａから測定点６まで、
定規をあてて畳包丁等で、真っ直ぐに裁断する。この手加工で裁断すると、手間と時間が
かかり、効率は悪く、細心の注意を払って畳を製造しないと、間違った畳を作りかねない
。
　手加工の裁断が終わると、制御画面で完了スイッチを押し、次の畳番号を呼び出し、畳
床を自動的に裁断する。
【００１１】
　また、図２（ｂ）に示す小間中がへこんでいる場合も、採寸と割付は、小間中が出っ張
っている場合と同じ方法で行う。割付結果をプリントアウトした図５（ａ）に、手書きで
框の小間中の偏差値を記載していた。
【００１２】
　次に、へこんでいる寸法の割付結果をプリントアウトした図６（ａ）を見ながら、框の
内側に基準寸法から８厘大きくかつへこんだ形状となっている小間中の測定点Ａを定めて
、手加工で裁断する。図２（ｂ）の測定点５から框の小間中の測定点Ａまで、定規をあて
て、畳包丁等で真っ直ぐに裁断する。次に、測定点Ａから測定点６まで、定規をあてて畳
包丁等で、真っ直ぐに裁断する。
【００１３】
　小間中の点を含め框の３点が１直線になっている場合は、現状の装置で対応可能である
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ため框裁断機で従来通り自動的に裁断を行っていた。
【００１４】
　近年、和室に厚さ１２ｍｍ程の薄畳と言われる畳を敷いて、廊下やフローリングの部屋
と和室の段差をなくし、子供からお年寄りまで、快適に暮らしていけるバリアフリーに対
応した畳が増えている。その場合、畳を敷き込むのに、畳の厚みがないので、框の断面を
斜めにすることで敷き込み易くできない。そのため、より正確に部屋の寸法を計測してお
く必要があり、框方向の小間中の測定をすることが必要となってきた。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、前記した課題を解決するための畳のくせ取り装置であって、
　　畳を自動的に裁断可能な裁断手段と、
　　部屋の寸法を測定して寸法データを収集する寸法データ格納メモリと、
　　部屋の形状に適した畳の敷き込みパターンを格納したメモリと、
　　前記寸法データに適した畳の敷き込みパターンを割付けた割付データを算出可能であ
り、かつ、割り付けられた畳のうち、敷居に接する畳の基準寸法に基づいて、前記裁断手
段が裁断すべき直線に関するデータを算出可能な演算手段と、
　　前記演算手段によって算出された割付データおよび裁断すべき直線に関するデータを
格納可能な記憶手段と、これを表示可能な表示手段と、
　を有し、
　前記演算手段は、框の小間中の測定点Ａが框の上下角部測定点を結ぶ直線から出っ張っ
ているか、へこんでいるか、または直線上にあるかを判断し、
　框の上部角部の測定点と小間中の測定点Ａを結ぶ直線が下部の角部測定点から外方に延
長した直線または下部角部の測定点から内方の直線と交差する点Ｂを仮想点Ｂとし、
　框の上部測定点から水平方向に右へ延長した線と小間中の測定点Ａから垂直方向に上へ
延長した線の交わる点を交点Ｃとし、
　框の下部測定点から水平方向に右へ延長した線と小間中の測定点Ａから垂直方向に下へ
延長した線の交わる点を交点Ｄとし、
　框の下部測定点と仮想点Ｂの距離をΔWとし、
　以下の式
Wt4’＝ Wt4 ＋ ΔW =  b ×（Wt’－Wt3）／a ＋ Wt'  （２）
（但し、Wt4’は仮想点Bの水平方向線分、Wt4は下部測定点の水平方向線分、Wt3は上部測
定点の水平方向線分、Wt’は測定点Ａの水平方向線分、ａおよびｂはＡＣ、ＡＤ間の長さ
を表す）
において、
　測定点Ａの水平方向線分Wt’の割付データ、上部測定点の水平方向線分Wt3の割付デー
タ、ＡＣの長さａ＝ＡＤの長さｂ、を代入することで、仮想点Bの水平方向線分Wt4’また
は框の下部測定点と仮想点Ｂとの距離ΔWを求めて仮想点Ｂを算出し、
　前記記憶手段は、前記裁断手段が裁断すべき直線に関するデータとして、仮想点Ｂの水
平方向線分Wt4’または框の下部測定点と仮想点Ｂとの距離ΔWを記憶し、
　前記裁断手段は、上部測定点と仮想点Ｂとを結ぶ直線で裁断することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の畳の框くせ取り装置によると、部屋の寸法を測定して框方向のくせを機械的に
読み取り可能なデータとして記憶部に格納する装置とすることにより、部屋の寸法データ
を得ているので、データ入力の手間がかからず、また、入力ミスも生じないので正確な畳
のくせ取りが可能である。
【００１８】
　さらに、畳を敷居に対して隙間なく、敷き詰めるためには敷居が必ずしも直線であると
は限らないため、敷居の形状に合わせた畳を製造することが必要であり、この場合、畳を
敷居の形状に正確に合致するように製造するためには、従来の敷居に接する側の間中を中
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心とした測定に加え、框の中心部に測定基準点（小間中）を設けて、測定をすることで、
従来手作業で行っていた框方向のくせを確実に解消することができる。
【００１９】
　本発明においては、出っ張っている場合はくの字の一方の辺を機械で裁断するため、機
械の停止による作業者の負担を軽減し、かつ機械を止めることによる作業効率の低下を防
ぎ効率的に作業することができ、本発明は框の小間中を測定する手段を有するため、従来
は小間中の凸凹に沿って裁断することはできなかったが、本発明においては仮想点を算出
することで、測定点から前記仮想点に沿って自動的に裁断することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】（ａ）框方向小間中に歪みがある図、（ｂ）畳の敷き方を９０°回転した図。
【図２】（ａ）框方向小間中が出っ張った部屋の寸法データ図、（ｂ）框方向小間中がへ
こんだ部屋の寸法データ図。
【図３】（ａ）（ｂ）は図２（ａ）の割付データ図。
【図４】図３の偏差データ図。
【図５】（ａ）従来の割付データ図、（ｂ）本発明の割付データ図。
【図６】（ａ）従来の割付結果図、（ｂ）本発明の割付結果図。
【図７】システム構成図。
【図８】本発明のフローチャート説明図。
【発明を実施するための形態】
【実施例】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
　図２（ａ）に示す畳番号(２)の測定点Ａは、框の小間中の位置を表している。
框の小間中は畳床の長さ方向の角部である測定点５と測定点６を結んだ直線と比べて、出
っ張っている場合、へこんでいる場合、真っ直ぐな場合がある。主演算装置は、測定点Ａ
が、測定点５と測定点６の中間点の位置にあるとすると、
後記した式(iii)にａ＝ｂ＝１を代入して、出っ張っている場合、へこんでいる場合、真
っ直ぐな場合の判別を実施する。
測定点Ａの割付データと（測定点５の割付データ＋測定点６の割付データ）/２を計算し
て、
測定点Ａの割付データ＞（測定点５の割付データ＋測定点６の割付データ）/２の場合は
出っ張っていると、また、
測定点Ａの割付データ＜（測定点５の割付データ＋測定点６の割付データ）/２の場合は
凹んでいると判断し、
測定点Ａの割付データ＝（測定点５の割付データ＋測定点６の割付データ）/２の場合は
真っ直ぐと判断する。
式(iii)は、後記記載の割付データの値を求めることにも使用するが、出っ張っている場
合、へこんでいる場合、真っ直ぐな場合の判別にも使用している。
　そのため、判別の際に後記の式(iii)で演算を行い、演算値を仮保持しておき、出っ張
っている場合、へこんでいる場合に仮保持したデータを割付データとして扱うように制御
してもよい。
【００２２】
　まず、小間中が出っ張っている場合を説明する。
　採寸は、従来技術と同じように、特開平９－３０４０６８号に記載する寸法測定装置を
用いて、測定点１から時計回りに、測定点２、測定点３と順番に測定していく。
【００２３】
　図２（ｂ）に各測定点の寸法データを示す。
　測定した部屋の寸法データH1～H14は、図７に示すＩＴ機器のキーボードで入力するか
、部屋の寸法測定装置からＩＴ機器へデータを取り込んで使用する。本発明では、ＩＴ機
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器で框の小間中の寸法データK1を入力することで、框に発生しているくせによる偏差デー
タの入力漏れを防ぐことができる。
【００２４】
　本発明によると、従来技術の寸法測定装置で各測定点の角度と長さを測定して間中と間
中の間に存在している寸法データを小間中のデータとして認識し、図２（ａ）の測定点Ａ
の位置を特定する。畳(2)以外の畳においても小間中のデータが存在していれば、例えば
畳(6)、畳(5)などでも小間中データとして取り込まれる。
【００２５】
　従来の寸法測定装置を使用しない場合においては、例えば小間中を入力したい畳の番号
を入力し、小間中データを手入力することによって制御装置へ小間中データを入力する。
【００２６】
　次に、測定点１～１４の部屋の寸法データH1～H14は、従来技術と同じように、均等割
計算式を用いて割付データを求める。
　小間中の測定点Ａの部屋の寸法データK1は、下記に記載する測定点６の部屋の寸法デー
タH6の差を比較して求められ、割付データWt’を求める。
割付したデータは、記憶部に記憶される。
【００２７】
　このようにして、畳の機械へ送信する割付データに小間中の出っ張りやへこみを含んだ
データを送ることができる。
　測定点５と測定点Ａを結んだ直線の延長線と測定点６から水平方向に右へ延長した線が
交わる点を仮想点Ｂとする。
　測定点６の割付データではなく、仮想点Ｂの割付データを機械へ送信することで、出っ
張った部分も含めた割付データになる。
【００２８】
　図２（ａ）に示す測定点Ａは測定点５と測定点６の間にある任意の点とする。
測定点５から水平方向に右へ延長した線と測定点Ａから垂直方向に上へ延長した線の交わ
る点を交点Ｃとする。
　測定点６から水平方向に右へ延長した線と測定点Ａから垂直方向に下へ延長した線の交
わる点を交点Ｄとする。
　測定点５と測定点６の垂直方向の線分ＡＣと線分ＡＤをａ：ｂに分ける位置に測定点Ａ
があるとする。
　測定点５と交点Ｃと測定点Ａを結ぶ三角形と仮想点Ｂと交点Ｄと測定点Ａを結ぶ三角形
は、二組の角度が等しいので、相似の関係にある。
　　　　線分ＡＣ：線分ＡＤ＝線分測定点５Ｃ：線分ＢＤ
の関係が成り立つ。
図２（ｂ）に示す測定点６と仮想点Ｂの距離をΔWとする。
          a：b = (Wt’－Wt3)：(Wt4+ΔW－Wt’)・・・（i）　　
仮想点までの割付データをWt4’＝ Wt4  + ΔWとし、
式(i)をWt4’で表すと、
　　　　（Wt4  + ΔW － Wt’）× a ＝（Wt’－Wt3）× b 
　　　　　Wt4’＝ Wt4 ＋ ΔW =  b ×（Wt’－Wt3）／a ＋ Wt'・・・（ii）
となる。
測定点Ａの割付データWt’を左辺にもっていき、式(ii)は
          Wt’＝｛a ／( b＋a )｝（Wt4’＋b／a × Wt3）・・・（iii）
と表される。
　任意の測定点Ａの割付データを測定点５と測定点６の中間点の値の割付データとしても
よいし、任意の測定点Ａから中間点の値を求めてもよい。
【００２９】
　測定点Ａが測定点５と測定点６の中間にない場合は、測定点５と測定点６の間の中間点
の値として小間中データとして取扱をしても構わない。また、測定点５と測定点６の間に
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複数の任意の点が存在する場合は、式(ii)を複数回計算して求めればよい。
【００３０】
　或いは、測定点Ａの位置が測定点５と測定点６の中間から離れている場合は、測定点Ａ
が近くなっている側の測定点から測定点Ａを通る直線を仮想線として、測定点６と仮想点
Ｂを通る直線と平行で測定点Ａを通る直線と上記仮想線が交わる点を小間中位置と演算し
て求めることもできる。
【００３１】
　次に前記式(ii)でa＝ｂ＝１とし、図３（ｂ）に示す割付データWt’＝1762.0mm、Wt3＝
1759.0mmで計算すると、
仮想点Ｂの割付データは、
       Wt4’＝Wt4＋ΔW＝２Wt’－Wt3
         　　　＝1762.0×2－1759.0
　　　　　　　 ＝1765.0　（mm）
        ΔW　＝Wt4’－　Wt4
          　   ＝ 1765.0－1760.5
               ＝ 4.5　（mm）
図４の偏差データで計算すると
  　   Wt4’の偏差＝15×2－5
                  ＝25　（厘）
      ΔWの偏差  ＝25－10
　             ＝15　（厘）
【００３２】
　すなわち、図２（ａ）の仮想点Ｂの位置は測定点６よりも１分５厘大きい位置であるこ
とが算出された。
框の小間中の偏差値の割付結果は、図５（ｂ）に示すように、ＩＴ機器のプリンタからプ
リントアウトされる。
　図３（ｂ）の畳番号(2)の割付データW3、W4、W5、Wt3と框の小間中の出っ張りを含んだ
データWt4’を演算装置へ送信する。
【００３３】
　機械に表示される図は図５（ｂ）に示すように、下前を下側にして表示しているため、
図２（ｂ）の畳(2)が１８０度回転した状態で表示されている。そのため凸上の部分は畳
の左側に位置されて表示されている。もちろん上前を下側にした表示としてもかまわない
。
【００３４】
　ＩＴ機器からデータを受信した畳機械は、制御画面でWt4’が仮想点として割付したデ
ータであることが分かるように図５（ｂ）に示すように表示する。
【００３５】
　図５（ｂ）において、凸部１５（図においてはＶ字を１８０°回転させた記号として表
記としている）は　畳が凸上になって畳の標準寸法に対して１５大きいことを示している
。小間中位置から上前側に畳内部に斜線を引いているのは、作業者が切断するべき畳床で
あることを表示している。この斜線部分を作業者に制御画面を見せることで、框の小間中
の出っ張りを手加工で裁断する必要があることを分からせる。図に示した表示に限定せず
、図以外の記号や文字で凸や凹となった形状と判別できる表記や表示としてもかまわない
。
【００３６】
　従来は小間中を測定する手段を有していないため、小間中の凸凹に沿って裁断すること
はできなかったが、本発明においては仮想点Ｂを算出することで、測定点５から仮想点Ｂ
に沿って自動的に裁断することができる。
【００３７】
　以下裁断機が自動的に裁断する動作について説明する。
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框裁断機は、平行な１対のレールと、１対の裁断台とを備え、これら２つの裁断台の両端
部は、それぞれモータで駆動される送り螺子により互いに独立して１対の平行なレールに
沿って摺動され、２つの裁断台を所望の位置および方向に設定することができる構造であ
ることが従来から知られている。（例えば特許文献１参照）
【００３８】
　図５（ｂ）の　測定点５の寸法データ５と測定点６の寸法データ１０のままで裁断する
と、製作したい畳の寸法よりも小さな畳寸法で裁断してしまうことになるため、測定点６
の寸法データ１０を上記した算出方法で求めた仮想点Ｂの偏差データ２５に框裁断機内の
制御装置で置きかえて制御を行い、例えば前記従来例に記載した特許２６８４１３９号公
報の図４のＸａの寸法データが５とＸｂの寸法データ２５となる裁断位置に上記２つの裁
断台の片方を位置決めして固定することができる。そして特許２６８４１３９号公報段落
【００３９】
に記載しているように、畳床裁断カッターを駆動することにより、測定点５と測定点６を
結んだ直線ではなく、測定点５と仮想点Ｂを結んだ直線で裁断することで、測定点５から
測定点Ａの畳形状の裁断を框裁断機で行うことができる。
【００４０】
　もちろん裁断は測定点Ａと測定点６を通る直線で裁断することもできる。
尚、ここでは、仮想点を求めて、裁断する方法で説明しているが、ＩＴ機器からは、今ま
で通り測定点６の割付データを送信して、そのデータを機械で受信し、制御画面で直接、
図５（ａ）の割付結果をプリントアウトした図を見ながら、削り代が確保できるように、
機械の制御画面で手修正して寸法を打ち変えて畳を裁断することも可能である。
【００４１】
　框裁断機は、上記した畳の框２個所を同時に裁断するように裁断台を２台有するものも
あるが、特許第３６４６９２４号公報のように裁断台１台で、片方を裁断して畳を１８０
度回転してもう片方を裁断する装置もあり、どちらの框裁断機にも本発明は適用可能であ
る。
【００４２】
　次に、測定点５と測定点６の中間点とする測定点Ａから測定点６へ定規を当てて、畳包
丁等で切断する。あるいは、機械の手動操作で測定点Ａから測定点６までを裁断する。こ
のように機械で自動化できる所は自動化して裁断することで、従来に比べミスなく効率的
に出っ張った畳を製造することができる。
【００４３】
　あるいは仮想点Ｂを算出したように、測定点６から測定点Ａへの直線を延長した位置に
ある仮想点Ｅを算出して、框裁断機を仮想点Ｅと仮想点６の裁断に位置合わせし、框裁断
機で裁断するような工程とすることも可能である。
【００４４】
　小間中がへこんでいる場合も採寸と割付は、小間中が出っ張っている場合と同じ方法で
行う。割付結果の図６（ｂ）に框の小間中の偏差値を印字する。
【００４５】
　ＩＴ機器からデータを受信した畳機械は、制御画面で框の小間中がある割付したデータ
であることが分かるように表示する。
作業者は制御画面を見て、框の小間中のへこみを手加工で裁断する必要があることを理解
する。
【００４６】
　裁断は図２（ｂ）の測定点５と測定点６に沿って裁断しても、畳床の形状がへこんでい
るので、その状態で機械で自動的に裁断できる。
その後、へこんでいる寸法を割付結果の図６（ｂ）を見ながら、測定点５と測定点６の直
線上より、どのぐらいへこんでいる所に測定点Ａがあるか計算する。測定点５と測定点６
の和を２で割った値から、測定点Ａまでの差を求め、測定点Ａに定規を当てて印をつける
。
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【００４７】
　そして、へこんでいる測定点Ａと測定点５に定規をあてて、畳包丁等で真っ直ぐに裁断
する。次に、測定点Ａから測定点６まで定規をあてて畳包丁等で真っ直ぐに裁断する。
【００４８】
　このように、図６（ｂ）の割付結果をプリントアウトしたい図や畳機械の制御画面を見
ることで、従来に比べミスなく効率的にへこんだ畳を製造することができる。
【００４９】
　次に、このように構成された畳のくせ取り装置によって、畳のくせ取りを行なう手順を
図８に示すフロー・チャートに基づいて説明する。
　（ステップ１）キーボードを操作して、「現場名」を入力し、（ステップ２）キーボー
ドを操作して、部屋の寸法測定装置より各部屋の寸法データを演算装置に読み込む。
　（ステップ３）読み込まれた部屋の寸法データについて、敷き込みパターンを参照し、
ほぼ均等な大きさに比例配分する均等割付、あるいは、柱を基準とする柱基準割付などに
よって複数枚の畳を割り付ける。そして、敷居に接する畳については、下前及び前記方法
により求められた框の小間中の偏差データを含めた偏差データを計算し、（ステップ４）
畳番号とともに基準寸法の畳床に対する偏差を各畳床ごとに畳番号を付して記憶部に格納
する。
　（ステップ５）記憶部に格納された偏差データをプリンタの出力により確認する。そし
て、必要に応じてキーボードを操作し各データを修正することができる。
　（ステップ６）框裁断用端末装置および平刺し機用端末装置にデータを送信し、框裁断
機および平刺し機を制御して、畳床の裁断および平刺しを自動的に行なわせる。
【００５０】
　上記の実施形態においては、特開平９－３０４０６８号に記載する寸法測定装置を用い
て、部屋の寸法を測定することを前提に説明を行ったが、従来から実施されている寸取尺
を使用して部屋の寸法を測定することで得られた測定点における寸法データを手入力で主
演算装置へ入力する方法においても使用できることはいうまでもない。間中の測定点間に
小間中の測定点がある場合には、その小間中のデータが入力できるようになっていれば良
い。そのため、測定点１から順に入力をしながら、小間中の測定点がある場合には、例え
ば、小間中キーなどを設けて、その小間中キーを押せば、表示装置において小間中の測定
点における寸法データが入力できる欄が表示されるようにしておくと良い。始めから全部
の框の小間中データの欄を設けると、必要無い場合にはスキップさせる必要があるので、
特定の操作をした場合に小間中の測定点のデータが入力できるようにしておくことが入力
の手間を考慮した上でも望ましい実施態様となる。
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